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示

青
森
県
告
示
第
百
四
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
下
風
呂
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
の
表
小
泊
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
の
表
下
前
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
の
表
蛇
浦
区
域
の
項
、
小
泊
区
域
の
項
及
び
下
前
区
域
の
項
を
削
る
。
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蛇
浦
区
域

蛇
浦
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

１

主
と
し
て
小
型
定
置
漁
業

２

主
と
し
て
底
建
網
漁
業

小
泊
区
域

小
泊
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
め
ば
る
刺
網
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
一
本
釣
漁
業

３

総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

４

総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

５

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

６

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

下
前
区
域

下
前
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
め
ば
る
刺
網
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
１
に
掲
げ
る
漁
業
以
外
の
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業
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青
森
県
告
示
第
百
五
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

次
に
掲
げ
る
告
示

(

国
有
林
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
七
日
農
林
省
告
示
第
八
百
五
十
七
号

(

一
、
四
、
七
及
び
八
に
係
る
も
の

に
限
る
。)

、
昭
和
四
十
二
年
七
月
一
日
農
林
省
告
示
第
九
百
四
十
号

(

一
、
二
、
三
、
五
及
び

六
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
四
十
五
年
九
月
二
十
四
日
農
林
省
告
示
第
千
四
百
一
号
、
昭

和
四
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
農
林
省
告
示
第
千
七
百
六
十
一
号
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十

一
日
農
林
省
告
示
第
千
九
百
七
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
四
十
六
年
一
月
九
日
農

林
省
告
示
第
六
十
二
号
、
昭
和
四
十
六
年
三
月
十
二
日
農
林
省
告
示
第
三
百
九
十
七
号
、
昭
和
四

十
六
年
三
月
二
十
九
日
農
林
省
告
示
第
六
百
五
十
四
号(

一
及
び
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭

和
四
十
六
年
三
月
二
十
九
日
農
林
省
告
示
第
六
百
五
十
五
号(

一
及
び
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、

昭
和
四
十
六
年
三
月
二
十
九
日
農
林
省
告
示
第
六
百
五
十
六
号

(

一
、
二
、
三
、
四
、
五
及
び
七

に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
日
農
林
省
告
示
第
七
百
七
号
、
昭
和
四
十

六
年
三
月
三
十
日
農
林
省
告
示
第
七
百
九
号
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九

百
四
十
一
号
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
六
十
号

(
一
及
び

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
五
年
六
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
十
二
号
、

昭
和
五
十
五
年
七
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
十
五
号
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
十
一
日
農
林

水
産
省
告
示
第
千
百
九
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
九
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
四
号

(

一
及
び
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五

百
四
十
九
号
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
四
十
七
号
、
昭
和
五

十
六
年
五
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
五
十
二
号

(

一
、
三
及
び
五
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

、
昭
和
五
十
六
年
七
月
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
八
十
二
号

(

二
及
び
四
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
六
年
十
月
二
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
十
六
号
、
昭
和
五

十
七
年
一
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
十
七
号

(

三
及
び
四
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五

十
七
年
二
月
九
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
九
号
、
昭
和
五
十
七
年
五
月
二
十
二
日
農
林
水

産
省
告
示
第
八
百
六
号

(

一
及
び
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
七
年
六
月
二
十
五
日

農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
十
三
号

(

一
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十

七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
九
十
八
号

(

一
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
七
年
十
二

月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
九
十
九
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十
七

年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
百
号

(

三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭
和
五
十

八
年
十
一
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
三
百
十
二
号

(

三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、

昭
和
五
十
九
年
一
月
十
三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
十
四
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
昭

和
五
十
九
年
九
月
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
六
十
一
号
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
二
日
農
林

水
産
省
告
示
第
八
百
十
三
号

(

二
及
び
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
平
成
元
年
八
月
九
日
農
林

水
産
省
告
示
第
千
二
十
九
号

(

一
及
び
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
平
成
三
年
六
月
六
日
農
林

水
産
省
告
示
第
七
百
六
十
八
号

(

一
及
び
四
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
平
成
七
年
七
月
二
十
六

日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
十
二
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
平
成
七
年
十
月
十
二
日
農

林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
八
号
、
平
成
十
一
年
二
月
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
五
十
一
号
、

平
成
十
一
年
二
月
十
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
五
号
、
平
成
十
一
年
二
月
十
五
日
農
林

水
産
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号

(

二
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
平
成
十
一
年
三
月
九
日
農
林
水

産
省
告
示
第
四
百
四
号

(

一
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
平
成
十
一
年
三
月
九
日
農
林
水
産
省
告

示
第
四
百
六
号

(

一
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
平
成
十
一
年
八
月
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第

千
十
四
号
、
平
成
十
一
年
十
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
六
十
一
号
、
平
成
十
一
年

十
二
月
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
百
六
十
四
号

(

一
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

、
平
成
十
二

年
一
月
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
十
七
号

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

変
更
後
の
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係

市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
六
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
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て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
�

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

黒
石
市
・
中
津
軽
郡
岩
木
町
・
相
馬
村
・
南
津
軽
郡
平
賀
町
・
碇
ケ
関
村
・
東
津
軽
郡
蟹
田

町
・
平
舘
村
・
上
北
郡
十
和
田
湖
町
・
下
北
郡
佐
井
村

(

以
上
九
市
町
村
国
有
林
。
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

�

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

蟹
田
町
・
十
和
田
湖
町
・
平
舘
村
・
佐
井
村

(

以
上
四
町
村
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。)

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
�

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
・
深
浦
町
・
岩
崎
村
・
東
津
軽
郡
三
�
村
・
下
北
郡
大
畑
町
・
風
間
浦

村
・
三
戸
郡
田
子
町
・
新
郷
村

(

以
上
八
町
村
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

�

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

田
子
町
・
新
郷
村

(

以
上
二
町
村
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

鰺
ケ
沢
町
・
深
浦
町
・
大
畑
町
・
田
子
町
・
三
�
村
・
風
間
浦
村
・
新
郷
村

(

以
上
七

町
村
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

	

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
�

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
木
造
町
・
車
力
村
・
北
津
軽
郡
市
浦
村

(

以
上
三
町
村
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

�

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

木
造
町
・
車
力
村

(

以
上
二
町
村
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四
�

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
三
�
村

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

�

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

三
�
村

(
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。
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�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

五
�

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
蟹
田
町
・
平
舘
村
・
上
北
郡
野
辺
地
町
・
十
和
田
湖
町

(

以
上
四
町
村
国
有
林
。

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

�

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

蟹
田
町
・
野
辺
地
町
・
十
和
田
湖
町
・
平
舘
村

(

以
上
四
町
村
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。)

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
並
び
に
黒
石
市
役
所
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
日
を
も
っ
て
指
定
漁
船
を
普
通

損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

教

育

委

員

会

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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加
入
区
の
名
称

百

石

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

上
北
郡
百
石
町
一
川
目
四
丁
目
一
二
七
番
地
三
九木

村

民

二

上
北
郡
百
石
町
字
新
田
四
番
地
二
八

川

�

芳

見

上
北
郡
百
石
町
一
川
目
三
丁
目
七
三
番
地
の
七
六沖

田

民

男

百

石

� �



� �

青
森
県
立
郷
土
館
規
則

(

昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
開
館
時
間)

第
七
条

郷
土
館
の
開
館
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
時
間
と
す
る
。

一

五
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

二

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

２

館
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
開
館
時
間
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇

(

給
料
等
の
支
給)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇

(

給
料
等
の
支
給)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇

(

給
料
等
の
支
給)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
五
号
中

｢

第
二
十
条
の
五
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
六
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

、
通
勤
手
当｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増

田

孝

介

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
前
の
見
出
し
を

｢
(

普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算
出
の
基
準)

｣

に

改
め
、
同
条
中

｢

条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
運
賃
等
相
当
額
の
算
出｣

を

｢

普
通
交

通
機
関
等

(

特
別
急
行
列
車
等
及
び
橋
等
以
外
の
交
通
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
係
る
通

勤
手
当
の
額｣

に
、｢

よ
る
運
賃
等
の
額
に
よ
る｣

を

｢

よ
り
算
出
す
る｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢

運
賃
等
相
当
額｣

を

｢

条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
運
賃
等
相

当
額

(

次
項
に
お
い
て

｢

運
賃
等
相
当
額｣

と
い
う
。)

｣

に
、｢

よ
る
額
の
総
額｣

を

｢

掲
げ
る

普
通
交
通
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額｣

に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

一

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機

関
等

通
用
期
間
が
支
給
単
位
期
間

(

条
例
第
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

で
あ
る
定
期
券
の
価
額

二

回
数
乗
車
券
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通

交
通
機
関
等

当
該
回
数
乗
車
券
等
の
通
勤
二
十
一
回
分

(

交
替
制
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
等

に
あ
つ
て
は
、
平
均
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
所
要
回
数
分)

の
運
賃
等
の
額

三

人
事
委
員
会
の
定
め
る
普
通
交
通
機
関
等

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

第
八
条
第
二
項
中

｢

の
交
通
機
関
等
を｣

を

｢

に
お
い
て｣

に
、｢

区
間｣

を

｢

普
通
交
通
機
関

等｣

に
、｢

よ
る｣

を

｢

定
め
る｣

に
改
め
、｢

の
総
額｣

を
削
る
。

第
八
条
の
四
第
一
項
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

交
通
機
関
等｣

を

｢

普

通
交
通
機
関
等｣

に
、｢

運
賃
等
相
当
額
及
び
条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

(

そ
の
額
が
四
万
五
千
円｣

を

｢

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
額

(

同
項
第
一
号
に

規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額(

以
下｢

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額｣

と
い
う
。)

及
び
同
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円｣

に
、｢

そ
の
額
と
四
万
五
千
円
と
の
差

額
の
二
分
の
一

(

そ
の
差
額
の
二
分
の
一
が
一
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
万
円)

を
四
万
五
千
円

に
加
算
し
た｣
を

｢

そ
の
者
の
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

に
つ
き
、
五
万
五
千
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

運
賃
等
相
当
額｣

を

｢
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額

(

二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用

す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下

｢

一
箇
月
当
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た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等｣

と
い
う
。)｣

に
、｢

掲
げ
る
額｣

を

｢

定
め
る
額｣

に
、｢

条
例
第
十

条
第
二
項
第
一
号｣

を

｢

同
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

運
賃
等
相
当
額｣

を

｢

一
箇

月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等｣

に
、｢

掲
げ
る
額｣

を

｢

定
め
る
額｣

に
、｢

条
例
第
十
条
第
二
項

第
二
号｣
を

｢

同
項
第
二
号｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中

｢

特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額｣

を

｢

特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通

勤
手
当
の
額｣
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

(

以
下

｢

特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額｣

と
い
う
。)

の
算
出
は
、

特
別
急
行
列
車
等
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
が｣

を

｢

特
別
急
行
列
車
等

に
係
る
通
勤
手
当
の
額
は
、｣
に
、｢

も
の
に
よ
る
特
別
料
金
等
の
額
に
よ
る｣

を

｢

特
別
急
行
列

車
等
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
算
出
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
中

｢

及
び
第
八
条｣

を
削
り
、｢

特
別
料
金
等
の
二
分
の
一
相
当
額｣

を

｢

特
別
急
行
列
車
等
に

係
る
通
勤
手
当
の
額｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
八
条

(

第
一
項
第
三
号
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
条
例
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
八
条
第
一
項
中

｢

普
通
交
通
機
関
等
の｣

と
あ
る
の
は

｢

特
別
急
行
列
車
等
の｣

と
、
同

項
第
一
号
中

｢

普
通
交
通
機
関
等｣

と
あ
る
の
は

｢

特
別
急
行
列
車
等｣

と
、｢

価
額｣

と
あ
る

の
は

｢

価
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額｣

と
、
同
項
第
二
号
中

｢
普
通
交
通
機
関
等｣

と
あ
る

の
は

｢

特
別
急
行
列
車
等｣

と
、｢

運
賃
等
の｣

と
あ
る
の
は

｢
特
別
料
金
等
の
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る｣

と
、
同
条
第
二
項
中

｢

普
通
交
通
機
関
等｣

と
あ
る
の
は

｢
特
別
急
行
列
車
等｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中

｢

職
員
派
遣｣

の
下
に

｢
(

第
二
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
十
条

の
四
第
二
項
に
お
い
て

｢

職
員
派
遣｣

と
い
う
。)

｣

を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

条
例
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員)

第
十
八
条
の
二

条
例
第
十
条
第
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員

と
す
る
。

一

条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
一
箇
月
当

た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
以
下
で
あ
る
職
員

二

第
八
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
う
ち
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
条
例

第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
以
下
で
あ
る
職
員

三

第
八
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員

第
十
九
条
の
見
出
し
中

｢

特
別
運
賃
等
相
当
額｣

を

｢

橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額｣

に
改
め
、

同
条
第
一
項
中

｢

条
例
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
別
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額

(

以
下

｢

特

別
運
賃
等
相
当
額｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

か
ら
第
八
条
ま
で｣

を

｢

及
び
第
七
条｣

に
、｢

特
別
運
賃
等
相
当
額｣

を

｢

橋
等
に
係
る
通
勤

手
当
の
額｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
八
条

(

第
一
項
第
三
号
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
条
例
第
十
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る

特
別
運
賃
等
の
額
に
相
当
す
る
額
の
算
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条

第
一
項
中

｢

普
通
交
通
機
関
等
の｣

と
あ
る
の
は

｢

橋
等
の｣

と
、
同
項
第
一
号
中

｢

普
通
交
通

機
関
等｣

と
あ
る
の
は

｢

橋
等｣

と
、
同
項
第
二
号
中

｢

普
通
交
通
機
関
等｣

と
あ
る
の
は

｢

橋

等｣

と
、｢

運
賃
等｣

と
あ
る
の
は

｢

特
別
運
賃
等｣

と
、
同
条
第
二
項
中

｢

普
通
交
通
機
関
等｣

と
あ
る
の
は

｢

橋
等｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

支
給
日
等)

第
十
九
条
の
二

通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間

(

第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
に
係
る
も
の

を
除
く
。)

又
は
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

(

以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て

｢

支
給

単
位
期
間
等｣

と
い
う
。)

に
係
る
最
初
の
月
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇

(

給
料
等
の
支
給)

第
二
条
に
規
定
す
る
給
料
の
支
給
定
日

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

支
給
日｣

と
い
う
。)

に
支

給
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
日
ま
で
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い

等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
支
給
日
後
に
支
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
日
前
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に

は
、
当
該
通
勤
手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

３

職
員
が
そ
の
所
属
す
る
給
料
の
支
給
義
務
者
を
異
に
し
て
異
動
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
異

動
し
た
日
が
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
初
の
月
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
支
給
単
位
期
間
等

に
係
る
通
勤
手
当
は
、
そ
の
月
の
初
日
に
職
員
が
所
属
す
る
給
料
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て
支
給

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
異
動
が
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
際
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
十
条
第
六
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
勤

手
当
と
し
、
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
通
勤
手
当
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

職
員
が
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号

に
定
め
る
額

(

同
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
一
号
に
定

め
る
額
を
負
担
し
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
額
。
次
号
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に
お
い
て
同
じ
。)

の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合

(

次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)

に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
当

該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位

期
間

二

職
員
が
条
例
第
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
額
の
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る

場
合
に
お
い
て
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
同
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万

五
千
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単

位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間

三

職
員
が
二
以
上
の
特
別
急
行
列
車
等
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通

勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当

た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額

(

第
二
十
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て

｢

一
箇
月

当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額｣

と
い
う
。)

の
合
計
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き

に
お
け
る
当
該
通
勤
手
当

そ
の
者
の
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長

い
支
給
単
位
期
間

第
二
十
条
第
一
項
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に

改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
、
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。

(

返
納
の
事
由
及
び
額
等)

第
二
十
条
の
二

条
例
第
十
条
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
は
、
通
勤
手
当

(

一
箇

月
の
支
給
単
位
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
生
じ
た
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

離
職
し
、
若
し
く
は
死
亡
し
た
場
合
又
は
条
例
第
十
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
欠
く
に

至
つ
た
場
合

二

通
勤
経
路
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変
更
し
、
又
は
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変

更
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
る
場
合

三

月
の
中
途
に
お
い
て
地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
許
可
を
受
け
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る

条
例(

昭
和
六
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
二
条
の
規
定
に

よ
り
育
児
休
業
を
し
、
職
員
派
遣
を
さ
れ
、
教
育
公
務
員
特
例
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一

号)

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
し
、
又
は
地
方
公
務
員
法
第
二
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
期
間
が
二
以
上
の
月
に
わ
た

る
こ
と
と
な
る
と
き
。

四

出
張
、
休
暇
、
欠
勤
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の
全
日
数

に
わ
た
つ
て
通
勤
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

２

普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
条
例
第
十
条
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等

(

第
八
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
五
万
五
千
円
以
下
で
あ
つ
た
場
合

前
項
第
二
号
に
掲
げ

る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
に
係
る
普
通
交
通
機
関
等

(

同
号
の
改
定
後
に

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
者

の
利
用
す
る
す
べ
て
の
普
通
交
通
機
関
等)

、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
普
通
交
通
機
関
等
に
つ
き
、

使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
運
賃
等
の
払
戻
し
を
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
月

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

事
由
発
生
月｣

と
い
う
。)

の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ

る
額

(

次
号
に
お
い
て

｢

払
戻
金
相
当
額｣

と
い
う
。)

二

一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
を
超
え
て
い
た
場
合

次
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

五
万
五
千
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期

間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る

普
通
交
通
機
関
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

(

事
由
発
生
月
が
支
給

単
位
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零)

ロ

第
十
九
条
の
二
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場

合

五
万
五
千
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
定
め
る
期

間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
普

通
交
通
機
関
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
相
当
額
及
び
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
の
合
計
額
の
い

ず
れ
か
低
い
額

(

事
由
発
生
月
が
当
該
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

零)

３

特
別
急
行
列
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
条
例
第
十
条
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額

(

二
以
上
の
特
別
急
行
列
車
等
を
利
用
す

る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て

｢

一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
等｣

と
い
う
。)

が
二
万
円
以
下
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で
あ
つ
た
場
合

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
に
係

る
特
別
急
行
列
車
等

(

同
号
の
改
定
後
に
一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
等

が
二
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
特
別
急
行
列
車
等)

、

同
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利

用
す
る
す
べ
て
の
特
別
急
行
列
車
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
特
別

料
金
等
の
払
戻
し
を
、
事
由
発
生
月
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ
る
額
の
二
分
の
一
に

相
当
す
る
額

(
次
号
に
お
い
て

｢

払
戻
金
二
分
の
一
相
当
額｣

と
い
う
。)

二

一
箇
月
当
た
り
の
特
別
料
金
等
二
分
の
一
相
当
額
等
が
二
万
円
を
超
え
て
い
た
場
合

次
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

二
万
円
に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
単
位
期
間
に

係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
係
る
特

別
急
行
列
車
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
二
分
の
一
相
当
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

(

事
由
発
生
月

が
支
給
単
位
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零)

ロ

第
十
九
条
の
二
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合

二
万
円

に
事
由
発
生
月
の
翌
月
か
ら
同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
後
の
月
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て

得
た
額
又
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の
特
別
急
行
列
車
等
に
つ
い
て
の
払
戻
金
二
分
の

一
相
当
額
及
び
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
の
合
計
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

(

事
由
発
生
月
が

当
該
期
間
に
係
る
最
後
の
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
零)

４

橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
条
例
第
十
条
第
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
事
由
に
係
る
橋
等
、
同
項
第
一
号
、

第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
利
用
す
る
す
べ
て
の

橋
等
に
つ
き
、
使
用
さ
れ
る
べ
き
通
用
期
間
の
定
期
券
の
特
別
運
賃
等
の
払
戻
し
を
、
事
由
発
生

月
の
末
日
に
し
た
も
の
と
し
て
得
ら
れ
る
額
と
す
る
。

５

条
例
第
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
に
前
三
項
に
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
場
合
に
お
い

て
、
返
納
に
係
る
通
勤
手
当
の
給
料
の
支
給
義
務
者
と
事
由
発
生
月
の
翌
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る

給
与
の
給
料
の
支
給
義
務
者
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
給
与
か
ら
当
該
額
を
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
る
。

(

支
給
単
位
期
間)

第
二
十
条
の
三

条
例
第
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
、
特
別
急
行
列
車
等
又
は
橋
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
と
す
る
。

一

定
期
券
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機

関
等
、
特
別
急
行
列
車
等
又
は
橋
等

当
該
普
通
交
通
機
関
等
、
特
別
急
行
列
車
等
又
は
橋
等

に
お
い
て
発
行
さ
れ
て
い
る
定
期
券
の
通
用
期
間
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
六
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
最
も
長
い
も
の
に
相
当
す
る
期
間
。
た
だ
し
、
特
別
急
行
列
車
等
又
は
橋
等
に
係
る
通
勤

手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
定
期
券
及
び
特
別
急
行

列
車
等
又
は
橋
等
に
係
る
定
期
券
が
一
体
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
当
該
普
通

交
通
機
関
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
別
急
行
列
車
等
又
は
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
係
る
支
給

単
位
期
間
に
相
当
す
る
期
間

二

回
数
乗
車
券
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
普
通

交
通
機
関
等
、
特
別
急
行
列
車
等
若
し
く
は
橋
等
又
は
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
人
事
委
員
会

の
定
め
る
普
通
交
通
機
関
等

一
箇
月

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
普
通
交
通
機
関
等
、
特
別
急
行
列
車
等
又
は
橋
等
に
つ
い
て
、
同
号
に

定
め
る
期
間
に
係
る
最
後
の
月
の
前
月
以
前
に
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
退
職
そ
の
他
の
離
職
を
す
る
こ
と
、
長
期
間
の
研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を
す
る
こ
と
、

勤
務
態
様
の
変
更
に
よ
り
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
人
事

委
員
会
の
定
め
る
事
由
が
生
ず
る
こ
と
が
同
号
に
定
め
る
期
間
に
係
る
最
初
の
月
の
初
日
に
お
い

て
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
由
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
属
す
る
月

(

そ
の
日
が
月

の
初
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月)

ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
支
給
単
位
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
の
四

支
給
単
位
期
間
は
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
支
給
が
開
始

さ
れ
る
月
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
勤
手
当
の
額
が
改
定
さ
れ
る
月
か
ら
開
始
す
る
。

２

月
の
中
途
に
お
い
て
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
同
法

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関

等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
、
職
員
派
遣
を

さ
れ
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
し
、
又
は
地

方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
期
間
が
二

以
上
の
月
に
わ
た
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き

(

次
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
て
い
る
と
き
を
除

く
。)
は
、
支
給
単
位
期
間
は
、
そ
の
後
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌

月

(

そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月)

か
ら
開
始
す
る
。

３

出
張
、
休
暇
、
欠
勤
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の
全
日
数
に

わ
た
つ
て
通
勤
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合

(

前
項
に
規
定
す
る
と
き
か
ら
復
職
等
を
し
な
い
で

引
き
続
き
当
該
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
つ
て
通
勤
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
除
く
。)

に
は
、
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支
給
単
位
期
間
は
、
そ
の
後
再
び
通
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
開
始
す
る
。

第
二
十
一
条
中

｢

月
の
一
日｣

を

｢

支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
初
の
月
の
初
日｣

に
、｢

そ
の

月
の｣
を

｢

当
該
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る｣

に
、｢

支
給
す
る
こ
と｣

を

｢

、
支
給
す
る
こ
と｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中

｢

月
額｣

を

｢

額｣

に
、｢

随
時｣

を

｢

、
随
時｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中

｢
の
実
施｣

を

｢

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
通
勤
手
当｣

に
、｢

別
に｣

を

｢

、

人
事
委
員
会
が｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
モ
ナ
コ
パ
ー
テ
ィ
Ｅ
Ｓ

奥
村
遊
機
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
純
次
Ｍ
Ｘ

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
純
次
Ｆ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
純
次
Ｍ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
力
道
山
Ｆ
Ｎ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
力
道
山
Ｓ
Ｔ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
エ
ビ
ン
チ
ュ
Ｙ

株
式
会
社
高
尾

〃

Ｃ
Ｒ
エ
ビ
ン
チ
ュ
Ａ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ア
ク
ア
ナ
イ
ン
Ｍ

Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ア
ク
ア
ナ
イ
ン
Ｊ

Ｘ
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